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柏 市 児 童 相 談 所 一 時 保 護 所 給 食 調 理 業 務 委 託 に 係 る プ ロ ポ ー ザ ル 方

式 に よ る 事 業 者 募 集 要 領  

 

１  公 募 の 趣 旨  

 柏 市 児 童 相 談 所 一 時 保 護 所 給 食 調 理 業 務 （ 以 下 ， 「 本 業 務 」 と

い う 。 ） を 委 託 す る に 当 た っ て ， 価 格 の み に よ る 競 争 に よ ら ず ，

運 営 能 力 ， 安 定 性 ， 実 績 等 の 点 か ら 最 適 な 事 業 者 を 公 募 型 プ ロ ポ

ー ザ ル 方 式 に よ り 選 定 す る 。  

 

２  目 的  

 一 時 保 護 所 内 に お け る 給 食 調 理 は ， 衛 生 管 理 ， 食 物 ア レ ル ギ ー

対 応 ， 健 康 管 理 な ど ， き め 細 か い 配 慮 を 行 い ， 温 か く ， 楽 し い 食

事 環 境 の 中 で ， 安 全 で 良 質 な お い し い 食 事 を 提 供 す る こ と に よ り ，

一 時 保 護 中 の 児 童 の 心 と 体 の 安 定 と 成 長 を 促 す こ と を 目 的 と し て

い る 。 民 間 事 業 者 の 持 つ 専 門 性 ， ノ ウ ハ ウ ， 他 社 に な い 特 徴 等 を

生 か し た 提 案 を 審 査 ， 採 用 す る こ と で 民 間 活 力 を 導 入 し ， 安 全 か

つ 安 定 し た 給 食 調 理 提 供 の 実 現 を 図 る 。  

 

３  業 務 概 要  

(1) 件 名  

柏 市 児 童 相 談 所 一 時 保 護 所 給 食 調 理 業 務 委 託  

(2) 業 務 内 容  

 柏 市 児 童 相 談 所 一 時 保 護 所 に お け る 給 食 調 理 業 務  

(3) 予 定 契 約 期 間  

 令 和 ９ 年 １ 月 ４ 日 か ら 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で （ 債 務 負

担 行 為 の 設 定 済 み ）  

(4) 予 定 金 額 （ 上 限 金 額 ）  

１ １ ７ ， ３ ５ ９ ， ０ ０ ０ 円 （ ３ か 年 合 計 ）  

令 和  ８ 年 度 業 務 分  １ ０ ， ４ ３ ９ ， ０ ０ ０ 円  

令 和  ９ 年 度 業 務 分  ５ ２ ， ２ ７ ２ ， ０ ０ ０ 円  

令 和 １ ０ 年 度 業 務 分  ５ ４ ， ６ ４ ８ ， ０ ０ ０ 円  

※ す べ て 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 を 含 む 。  
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４  参 加 資 格  

  本 業 務 の 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 で き る 者 は ， 公 示 日 か ら 契

約 締 結 日 に お い て 以 下 の 要 件 を 全 て 満 た し て い る 者 と し ま す 。  

 (1) 柏 市 競 争 入 札 資 格 者 と し て 登 録 さ れ て い る こ と 。  

(2) 登 録 業 種 に お い て ， 医 療 ・ 医 事 ・ 給 食 が 登 録 さ れ て い る こ と 。  

(3) 他 自 治 体 が 令 和 ５ 年 度 以 降 に 発 注 し た 同 業 務 に つ い て ， 元 請

と し て 履 行 中 又 は 履 行 完 了 し た 実 績 が あ る こ と 。  

 (4) 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の

４ の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。  

(5) 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） に 基 づ く 更 生 の 手

続 き 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基 づ く 再

生 の 手 続 き の 申 立 て が な さ れ て い る 者 に 該 当 し な い こ と 。  

(6) 柏 市 建 設 工 事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 要 領 （ 昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 １ 日

制 定 ） に 基 づ く 指 名 停 止 又 は 柏 市 入 札 契 約 暴 力 団 対 策 措 置 要 領

（ 平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 制 定 ） に 基 づ く 指 名 排 除 を 受 け て い

な い こ と 。  

(7) 電 子 交 換 所 に よ る 取 引 停 止 処 分 を 受 け て か ら ２ 年 を 経 過 し な

い 者 又 は 公 募 日 前 ６ か 月 以 内 に 手 形 若 し く は 小 切 手 を 不 渡 り に

し た 者 に 該 当 し な い こ と 。  

(8) 参 加 意 思 表 明 書 の 提 出 期 限 か ら 起 算 し て 過 去 １ 年 間 以 内 に 食

中 毒 等 の 発 生 に よ る 行 政 処 分 （ 営 業 停 止 ・ 営 業 禁 止 ） を 受 け

た こ と が な い こ と 。  

(9)  社 会 保 険 へ の 加 入 （ 加 入 の 義 務 が な い 場 合 を 除 く 。 ） や 最

低 賃 金 の 遵 守 等 ， 労 働 者 の 労 働 条 件 に つ い て は ， 労 働 関 係 法 令

を 遵 守 す る こ と 。  

 

５  全 体 ス ケ ジ ュ ー ル  

内 容  期 日  

公募 開始  令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ５ 日 （ 木 ）  

参加 意思表明書受 付締 切  令 和 ８ 年 ７ 月 １ ７ 日 （ 金 ）  

質疑書の締切  令 和 ８ 年 ７ 月 １ ７ 日 （ 金 ）  

参加資格要件確認結果通知  令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ４ 日 （ 金 ）  

質疑 書に 対す る回 答  令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ４ 日 （ 金 ）  
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提案 書等 の提 出締 切  令 和 ８ 年 ８ 月  ７ 日 （ 金 ）  

プレゼンテーション審査  令 和 ８ 年 ８ 月 １ ８ 日 （ 火 ）  

審査結果 通知  令 和 ８ 年 ８ 月 ２ １ 日 （ 金 ）  

契約日（予定）  令 和 ８ 年 １ ０ 月 中  

※ ス ケ ジ ュ ー ル は 状 況 に よ り 変 更 す る 場 合 が あ る 。 こ の 場 合 は ，

参 加 意 思 表 明 書 に 記 載 さ れ た メ ー ル ア ド レ ス ま た は Ｆ Ａ Ｘ に

よ り 連 絡 す る 。  

 

６  参 加 意 思 表 明 に つ い て  

 (1) 提 出 期 限  

   令 和 ８ 年 ７ 月 １ ７ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で の 間  

 (2) 提 出 書 類  

  ア  参 加 意 思 表 明 書 ： 様 式 １  

  イ  暴 力 団 排 除 に 係 る 誓 約 書 ： 様 式 ２  

ウ  会 社 概 要 （ 様 式 ３ ま た は パ ン フ レ ッ ト 等 で も 可 ）  

事 業 所 案 内 （ パ ン フ レ ッ ト ） に よ る 代 替 で も 可 と す る 。 た

だ し ， 様 式 ３ と 同 じ 項 目 が 記 載 さ れ た も の と す る 。  

エ  同 業 務 経 歴 書 ： 様 式 ４  

オ  社 会 保 険 及 び 労 働 保 険 並 び に 最 低 賃 金 法 適 用 報 告 書 ： 様

式 ５  

カ  誓 約 書 ： 様 式 ６  

 (3) 提 出 部 数  

   各 ２ 部  

 (4) 提 出 方 法  

   提 出 す る 旨 を 事 前 に 連 絡 の 上 ， こ ど も 相 談 セ ン タ ー 開 設 準 備

係 （ ウ ェ ル ネ ス 柏 ４ 階 ） に 持 参 又 は 郵 送 （ 必 着 ） し て く だ さ い 。  

 (5) 提 出 先  

   柏 市 こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー 開 設 準 備 係  

〒 ２ ７ ７ － ０ ０ ０ ４  

千 葉 県 柏 市 柏 下 ６ ５ 番 地 １  ウ ェ ル ネ ス 柏 ４ 階  

電 話 番 号 ： ０ ４ － ７ １ ２ ８ － ５ ２ ９ ０ （ 直 通 ）  

メ ー ル ア ド レ ス ：  

propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp 
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７  参 加 資 格 要 件 確 認 結 果 通 知 に つ い て  

  提 出 書 類 に よ り 参 加 資 格 の 確 認 を 行 い ， 令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ４ 日

（ 金 ） ま で に 参 加 意 思 表 明 を し た 全 て の 者 に 対 し て ， 電 子 メ ー ル

に よ り 連 絡 し ま す 。  

 

８  質 疑 に つ い て  

 (1) 質 疑 方 法  

  ア  質 疑 書 （ 様 式 ８ ） を ， 電 子 メ ー ル で こ ど も 相 談 セ ン タ ー 開

設 準 備 係 あ て に 送 付 し て く だ さ い 。  

  イ  メ ー ル 件 名 は ， 「 【 給 食 】 プ ロ ポ ー ザ ル に 関 す る 質 疑 に つ

い て 」 と し て く だ さ い 。  

  ウ  送 付 先  

    propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp で す 。  

  エ  送 付 し た 際 は ， こ ど も 相 談 セ ン タ ー 開 設 準 備 係 に 電 話 （ ０

４ － ７ １ ２ ８ － ５ ２ ９ ０ ） に て 到 着 確 認 を し て く だ さ い 。  

  オ  評 価 等 に 影 響 を お よ ぼ す お そ れ が あ る 質 問 （ 参 加 業 者 数 ・

参 加 業 者 名 ・ 選 定 委 員 に 関 す る こ と 等 ） は 受 け 付 け ま せ ん 。  

 (2) 質 疑 期 限  

   令 和 ８ 年 ７ 月 １ ７ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で  

 (3) 回 答 方 法  

   令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ４ 日 （ 金 ） ま で に 柏 市 オ フ ィ シ ャ ル ウ ェ ブ サ

イ ト に 掲 載 し ま す 。  

 

９  辞 退 に つ い て  

  参 加 意 思 表 明 書 の 提 出 後 ， 参 加 を 辞 退 す る 場 合 は ， 事 前 に 電 話

連 絡 の 上 ， 辞 退 届 （ 様 式 ９ ） を こ ど も 相 談 セ ン タ ー 開 設 準 備 係 に

持 参 又 は 郵 送 し て く だ さ い 。 提 出 期 間 は ， 令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ９ 日

（ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で で す 。 ま た ， 提 案 書 の 提 出 が 無 い 場 合 は 辞 退

し た も の と み な し ま す 。 な お ， 辞 退 し た 場 合 も 今 後 の 入 札 等 に お

い て 不 利 な 扱 い を す る こ と は あ り ま せ ん 。  

 

１ ０  提 案 書 等 の 作 成 と 提 出  
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 (1) 提 案 内 容  

   別 紙 「 柏 市 児 童 相 談 所 一 時 保 護 所 給 食 調 理 業 務 委 託 に 関 す る

プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 審 査 基準 」 の 項 目 に 沿 っ て 記 載 し て く だ さ い 。  

 (2) 提 出 書 類  

  ア  提 案 書  

   (ｱ) 様 式  

  企 画 提 案 書 （ 様 式 １ ０ か ら １ ２ ） に 記 入 す る こ と 。 な

お ， 回 答 欄 の 幅 に つ い て は 調 整 し て も 良 い が ， 以 下 の 体

裁 は 必 ず 整 え る こ と 。  

 ａ  各 設 問 の 下 部 に 枠 を 設 け ， 枠 内 に 回 答 を 記 入 す る こ

と 。  

 ｂ  用 紙 サ イ ズ は Ａ ４ 版 で 作 成 し ， １ 部 ず つ フ ァ イ ル に

閉 じ る こ と 。  

 ｃ  フ ァ イ ル の 表 紙 及 び 背 表 紙 に 事 業 者 名 及 び 正 本 ま た

は 副 本 の 別 を 記 載 す る こ と 。  

 ｄ  ペ ー ジ の 向 き は 縦 と す る こ と 。  

 ｅ  使 用 す る 文 字 の 大 き さ は ， １ ０ ポ イ ン ト 以 上 と す る

こ と 。  

ｆ  図 表 等 を 用 い 可 能 な 限 り 簡 素 化 す る こ と 。  

ｇ  Ａ ４ 版 で １ ０ 枚 以 内 で わ か り や す く ま と め る こ と 。  

 ｈ  別 添 資 料 の 添 付 は 不 可 と す る こ と 。  

 ｉ  カ ラ ー 刷 り ， 写 真 ， 絵 ， 図 及 び 表 等 の 挿 入 は 可 と す

る こ と 。  

 ｊ  ペ ー ジ 番 号 を 付 す こ と 。  

 ま た ， 選 定 審 査 評 価 表 １ア の 評 価 を す る た め ， 応 募 の

日 の 属 す る 年 度 の 前 年 度 分 と ， 前 々 年 度 分 の 計 ２ 年 度 分

に つ い て ， 次 に 掲 げ る 資 料 を 併 せ て 提 出 し て く だ さ い 。  

(a) 貸 借 対 照 表  

(b) 損 益 計 算 書  

(c) そ の 他 団 体 の 財 務 状 況 を 明 ら か に す る 書 類 （ 決 算

報 告 書 等 ）  

   (ｲ) 部 数 （ 委 員 は 除 く ）  

     ８ 部 （ 正 本 １ 部  副 本 ７ 部 ）  
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          １ 部 ず つ 紙 フ ァ イ ル に 綴 じ て く だ さ い 。  

   (ｳ) 提 出 先 及 び 提 出 方 法  

こ ど も 相 談 セ ン タ ー 開 設 準 備 係 に 持 参 し て く だ さ い 。  

イ  参 考 見 積 書  

(ｱ) 様 式  

    様 式 ７ を 使 い 作 成 し て く だ さ い 。  

(ｲ) 部 数  

８ 部  （ 2） ア (ｲ)と 同 様 と し ま す 。  

(ｳ) 上 限 金 額  

 本 要 領 ３ (4) に 記 載 の 各 年 度 の 予 定 金 額 （ 上 限 金 額 ） を

越 え な い こ と 。  

(ｴ) 内 訳 書 に つ い て  ※ 様 式 は 任 意  

以 下 の 項 目 （ を 含 む も の ） と し ま す 。  

ａ  各 年 度 の 見 積 額 （ 税 抜 ）  

ｂ  各 年 度 の 内 訳  （ 税 抜 ）  

(ｵ) 提 出 方 法  

     １ ０ （ 2） ア の 提 案 書 と 併 せ て 提 出 し て く だ さ い 。  

  ウ  ア 及 び イ の Ｐ Ｄ Ｆ デ ー タ  

 Ｐ Ｄ Ｆ 化 し た 提 案 書 の フ ァ イ ル デ ー タ を こ ど も 相 談 セ ン タ

ー 開 設 準 備 係 に メ ー ル で 送 付 し て く だ さ い 。  

   (ｱ) メ ー ル ア ド レ ス  

     propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp 

 (3) 提 出 期 限  

   令 和 ８ 年 ８ 月 ７ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で  

 

１ １  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン  

 (1) 実 施 予 定 日  

   令 和 ８ 年 ８ 月 １ ８ 日 （ 火 ）  

 (2) 場 所  

   柏 市 総 合 保 健 医 療 福 祉 施 設 （ ウ ェ ル ネ ス 柏 ）  ４ 階 大 会 議 室  

 (3) 実施 時間  

   ４ ０ 分 以 内 と します （ 目 安： 説明２０分＋ 質疑 ２０分程度 ） 。  

 (4) 人 数  
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   契 約 し た 際 の 責 任 者 （ 担 当 者 ） を 含 め ３ 名以内 とし ま す 。  

(5) そ の 他  

ア  使 用 す る 機 材 等 の う ち ， モ ニ タ ー 以 外 の 物 品 に つ い て は ，

提 案 者 の 負 担 に お い て 用 意 し て く だ さ い 。 な お ， 接 続 す る 端

子 は HDMI の み と す る 。  

イ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン で の 追 加 資 料 の 配 布 や 提 案 資 料 に 記

載 の な い 新 た な 提 案 等 に つ い て は 認 め ま せ ん 。  

 

１２  審査基準  

別 紙 「 柏 市 児 童 相 談 所 一 時 保 護 所 給 食 調 理 業 務 委 託 に 関 す る

プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 審 査 基準 」 を 参 照 し て く だ さ い 。  

 

１ ３  審 査 方 法 及 び 選 定 方 法  

 (1) 審 査 方 法  

   最 優 秀 提 案 者 の 審 査 は ， 柏 市 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 選 定 委 員 会

（ 柏 市 児 童 相 談 所 一 時 保 護 所 給 食 調 理 業 務 委 託 ） （ 以 下 ， 「 選

定 委 員 会 」 と い う 。 ） に お け る 書 類 審 査 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ

ン 審 査 に よ る も の と し ま す 。  

 (2) 選 定 方 法  

   本 事 業 に 係 る 審 査 評 価 基 準 に 基 づ き 選 定 委 員 会 が 評 価 を 行 い ，

各 委 員 の 評 点 数 の 合 計 が 最 も 高 い 提 案 者 を 最 優 秀 提 案 者 と し て

選 定 し ま す 。 な お ， ２ 者 以 上 が 同 一 評 価 で 最 高 位 に な っ た 場 合

は ， 選 定 委 員 会 の 協 議 に よ り 選 定 し ま す 。 提 案 者 が １ 者 の み の

場 合 も 審 査 を 実 施 し ま す 。  

   各 委 員 の 審 査 の ば ら つ き を 補 正 す る た め ， 最 高 点 と 最 低 点 を

除 外 し て 集 計 し ま す 。  

    

１ ４  結 果 通 知  

参 加 者 全 員 に 対 し ， 書 面 に て 通 知 し ま す 。  

な お ， 選 考 の 理 由 ， 結 果 に 対 す る 問 い 合 わ せ ， 異 議 等 に は 一

切 応 じ ま せ ん 。  

 

１ ５  結 果 公 表  
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  結果は柏市オフィシャルウェブサイト上で公表します。  

 

１ ６  契 約 手 続 き  

  最 優 秀 提 案 者 を 契 約 候 補 者 と し て 決 定 し た 後 ， 当 該 業 者 と 随

意 契 約 を 締 結 し ま す 。 契 約 候 補 者 が 契 約 を 履 行 で き る 見 込 み が

な い と 市 が 判 断 し た 場 合 は ， 随 意 契 約 を 締 結 し な い こ と が あ り

ま す 。 そ の 場 合 ， 契 約 候 補 者 は 損 害 賠 償 請 求 を し な い も の と し

ま す 。  

  選 定 委 員 会 で 特 定 し た 最 優 秀 提 案 内 容 は ， 必 要 に 応 じ 契 約 締

結 時 の 仕 様 書 に 反 映 し ま す 。  

 ま た ， 決 定 し た 受 託 候 補 者 と 契 約 合 意 に 達 し な い 場 合 は ，

選 定 委 員 会 に よ る プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査 に お い て ， 最 上 位

の 次 順 位 の 提 案 者 （ 第 二 優 先 交 渉 権 者 ） と 交 渉 す る こ と が あ

り ま す 。  

 

１ ７  選 定 委 員 会 事 務 局  

(1) 担 当 部 署  

こ ど も 部 こ ど も 相 談 セ ン タ ー   担 当  梅 田 （ 明 ） ， 光 井  

(2) 連 絡 先  

〒 ２ ７ ７ － ０ ０ ０ ４  

千 葉 県 柏 市 柏 下 ６ ５ 番 地 １  ウ ェ ル ネ ス 柏 ４ 階  

電 話 番 号 ： ０ ４ － ７ １ ２ ８ － ５ ２ ９ ０ （ 直 通 ）  

メ ー ル ア ド レ ス ：  

propo-kdmsh@city.kashiwa.chiba.jp 

 

１ ８  そ の 他  

(1) 本 応 募 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 参 加 に 係 る 費 用 に つ い て は ，

全 て 提 案 者 の 負 担 と し ま す 。  

(2) 提 出 さ れ た 書 類 は 返 却 し ま せ ん 。 ま た ， 本 募 集 以 外 の 目 的 に

は 使 用 し ま せ ん 。 た だ し ， 情 報 公 開 制 度 に 基 づ く 文 書 の 開 示 請

求 が あ っ た 場 合 に は ， 請 求 者 に 開 示 す る こ と が あ り ま す 。  

(3) 参 加 資 格 に 定 め る も の の ほ か ， 次 に 掲 げ る い ず れ か に 該 当 し

た 場 合 に は ， 失 格 と し ま す 。  



9 

 

  ア  参 加 意 思 表 明 書 又 は 提 案 書 に つ い て ， 提 出 期 限 を 過 ぎ て 提

出 さ れ た 場 合 。  

  イ  提 出 書 類 に 虚 偽 の 記 載 が あ っ た 場 合 。  

  ウ  予 定 金 額 （ 上 限 金 額 ） を 超 え た 見 積 書 を 提 出 し た 場 合 。  

  エ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 開 始 時 間 ま で に 会 場 に 来 な か っ た 場 合 。  

  オ  審 査 の 公 平 性 を 害 す る 行 為 が あ っ た と 市 が 認 め る 場 合 。  

 (4) 応 募 者 が 一 者 の み で あ っ た 場 合 に お い て も ， プ レ ゼ ン テ ー シ

ョ ン 審 査 を 実 施 し ま す 。 そ の 際 ， 最 優 秀 提 案 者 と し て 適 当 で

な い と 認 め ら れ る 場 合 に は ， 最 優 秀 提 案 者 と し て 選 定 し な い

こ と が あ り ま す 。  

 (5) 提 出 し た 書 類 の 訂 正 ・ 差 し 替 え ・ 追 加 は 認 め ま せ ん 。  

(6) 各 提 出 期 間 に お い て ， 直 接 持 参 す る 場 合 の 受 付 は ， 日 曜 日 ，

土 曜 日 ， 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ８

号 ） に 規 定 す る 休 日 以 外 の 日 の 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で と し

ま す 。  

 (7) 受 注 者 は ， 主 た る 業 務 を 第 三 者 に 再 委 託 し て は な り ま せ ん 。  


